
一
頁

○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
合
安
全
保
障

理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
事
務
代
理

国
務
大
臣

上
川

陽
子

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の

凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

主
宰
者
、
代
理
人
等
（
第
二
条
―
第
六
条
）

第
三
章

意
見
の
聴
取
の
進
行
（
第
七
条
―
第
十
五
条
）



二
頁

第
四
章

意
見
の
聴
取
調
書
等
（
第
十
六
条
―
第
十
八
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

主
宰
者

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト

の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
手
続
法

（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
準
用
行
政
手
続
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴

取
を
主
宰
す
る
者
を
い
う
。

二

当
事
者

準
用
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
（
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

当
該
通
知
が
到
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三

関
係
人

当
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
法
に
照
ら
し
仮
指
定
（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
仮
指
定
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。



三
頁

四

参
加
人

準
用
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
手
続
に
参
加
す
る
関
係
人
を
い

う
。第

二
章

主
宰
者
、
代
理
人
等

（
主
宰
者
の
指
名
）

第
二
条

準
用
行
政
手
続
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
宰
者
の
指
名
は
、
意
見
の
聴
取
の
通
知
の
時
ま
で
に
行
う
も

の
と
す
る
。

２

主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
を
主
宰
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
法
律
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
公
正
な
判
断
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
警
察
庁
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

主
宰
者
が
準
用
行
政
手
続
法
第
十
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
国
家
公
安
委
員
会
は

、
速
や
か
に
、
新
た
な
主
宰
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
人
）

第
三
条

準
用
行
政
手
続
法
第
十
六
条
第
三
項
（
準
用
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
代
理
人
の
資
格
の
証
明
は
、
意
見
の
聴
取
の
件
名
、
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
事
者
又
は
参
加
人



四
頁

が
代
理
人
に
対
し
て
当
事
者
又
は
参
加
人
の
た
め
に
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
委
任
す
る
旨
を
明

示
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
代
理
人
資
格
証
明
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

準
用
行
政
手
続
法
第
十
六
条
第
四
項
（
準
用
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
代
理
人
資
格
喪
失
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
参
加
人
）

第
四
条

準
用
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
意
見

の
聴
取
の
件
名
及
び
当
該
意
見
の
聴
取
に
係
る
仮
指
定
に
つ
き
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
の
疎
明
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第

三
号
の
参
加
人
許
可
申
請
書
を
主
宰
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

主
宰
者
は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
許

可
の
申
請
を
行
っ
た
関
係
人
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
佐
人
）

第
五
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
の
申
請
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
意
見
の
聴
取
の
件

名
、
補
佐
人
の
氏
名
、
住
所
、
当
事
者
又
は
参
加
人
と
の
関
係
及
び
補
佐
す
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
四
号
の
補
佐



五
頁

人
出
頭
許
可
申
請
書
を
主
宰
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

主
宰
者
は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
許
可
の
申
請
を

行
っ
た
当
事
者
又
は
参
加
人
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

補
佐
人
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
い
て
意
見
の
陳
述
そ
の
他
必
要
な
補
佐
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

補
佐
人
の
陳
述
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
が
直
ち
に
取
り
消
さ
な
い
と
き
は
、
当
該
当
事
者
又
は
参
加
人
が
自
ら
陳
述
し

た
も
の
と
み
な
す
。

５

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
二
条
第
二
項
（
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
五
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
さ
せ
よ
う
と
す
る
補
佐
人
で
あ
っ
て
既
に
受
け
た
準
用
行
政
手
続
法

第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
に
係
る
事
項
に
つ
き
補
佐
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
同
項
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
要
し
な

い
も
の
と
す
る
。

（
参
考
人
）

第
六
条

主
宰
者
は
、
当
事
者
若
し
く
は
参
加
人
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
適
当
と
認
め
る
者
に
対
し
、
参
考
人
と
し
て

意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
、
意
見
又
は
事
情
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。



六
頁

２

前
項
の
申
出
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
の
前
日
ま
で
に
、
意
見
の
聴
取
の
件
名
、
参
考
人
と
し
て
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ

の
出
頭
を
求
め
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
陳
述
の
要
旨
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
五
号
の
参
考
人
出
頭
申
出
書
を
主
宰
者
に

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

主
宰
者
は
、
前
項
の
申
出
に
係
る
者
に
参
考
人
と
し
て
意
見
の
聴
取
の
期
日
へ
の
出
頭
を
求
め
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に

、
そ
の
旨
を
当
該
申
出
を
行
っ
た
当
事
者
又
は
参
加
人
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

意
見
の
聴
取
の
進
行

（
意
見
の
聴
取
の
通
知
）

第
七
条

準
用
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
意
見
の
聴
取
通
知
書
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
の
変
更
）

第
八
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
当
事
者
の
申
出
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
を
求
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
七
号



七
頁

の
変
更
申
出
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

旨
を
別
記
様
式
第
八
号
の
変
更
通
知
書
に
よ
り
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
文
書
等
の
閲
覧
の
手
続
等
）

第
九
条

準
用
行
政
手
続
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
は
、
意
見
の
聴
取
の
件
名
及
び
閲
覧
を
し
よ
う
と

す
る
資
料
の
標
目
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
九
号
の
文
書
閲
覧
請
求
書
を
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
進
行
に
応
じ
て
必
要
と
な
っ
た
場
合
の
閲
覧
に
つ
い
て
は

、
口
頭
で
求
め
れ
ば
足
り
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
閲
覧
を
許
可
し
た
と
き
は
、
そ
の
場
で
閲
覧

さ
せ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
閲
覧
の
日
時
及
び
場
所
を
当
該
閲
覧
を
求
め
た
当
事
者
又
は
参
加
人
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
当
該
当
事
者
又
は
参
加
人
が
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る

審
理
に
必
要
な
準
備
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

３

準
用
行
政
手
続
法
第
十
八
条
第
二
項
の
閲
覧
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
が
当
該
求
め
の
あ
っ



八
頁

た
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
い
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
閲
覧
を
拒
否
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
主
宰
者

は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
閲
覧
の
日
時
以
降
の
日
を
新
た
な
意
見
の
聴
取
の
期
日
と

し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
提
出
を
受
け
た
場
合
の
手
続
）

第
十
条

主
宰
者
は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
条
第
二
項
又
は
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠

書
類
等
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
十
号
の
提
出
物
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

意
見
の
聴
取
の
件
名

二

提
出
を
受
け
た
年
月
日

三

提
出
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

提
出
を
受
け
た
証
拠
書
類
等
の
標
目

２

主
宰
者
は
、
前
項
の
提
出
物
目
録
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
当
該
提
出
物
目
録
に
係
る
証
拠
書
類
等
を
提
出
し

た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



九
頁

３

主
宰
者
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
提
出
を
受
け
た
証
拠
書
類
等
を
速
や
か
に
こ
れ
を
提
出
し
た
者
に
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
拠
書
類
等
の
返
還
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
還
付
請
書
と
引
換
え
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
の
聴
取
の
審
理
の
公
開
）

第
十
一
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理

を
公
開
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
の
聴
取

の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
陳
述
の
制
限
等
）

第
十
二
条

主
宰
者
は
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
が
意
見
の
聴
取
に
係
る
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る
と
き

、
そ
の
他
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
適
正
な
進
行
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
発

言
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
宰
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が



一
〇
頁

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
秩
序
を
乱
し
た
者
に
対
し
退
場
を
命
じ
、
そ
の
他
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
秩
序
を

維
持
す
る
た
め
国
家
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
陳
述
書
の
提
出
の
方
法
）

第
十
三
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
書
の
提
出
は
、
提
出
を
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
、
意

見
の
聴
取
の
件
名
及
び
意
見
の
聴
取
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
続
行
の
通
知
）

第
十
四
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
二
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
意
見
の
聴
取
続
行

通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
の
再
開
の
通
知
）

第
十
五
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
二
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
の
意
見
の
聴
取
再
開
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

意
見
の
聴
取
調
書
等

（
意
見
の
聴
取
調
書
）



一
一
頁

第
十
六
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
調
書
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
意
見
の
聴
取
調
書
に
次
に
掲
げ
る
事

項
（
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
審
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
、
主
宰
者
が
こ
れ
に
記
名
押
印
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
見
の
聴
取
の
件
名

二

意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

三

主
宰
者
の
職
名
及
び
氏
名

四

意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
た
当
事
者
及
び
参
加
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
、
補
佐
人
並
び
に
参
考
人
の
氏
名

及
び
住
所

五

当
事
者
（
代
理
人
を
含
む
。
）
が
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に

出
頭
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
正
当
な
理
由
の
有
無

六

説
明
を
行
っ
た
警
察
庁
職
員
の
職
名
及
び
氏
名

七

警
察
庁
職
員
の
説
明
の
要
旨

八

当
事
者
及
び
参
加
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
代
理
人
、
補
佐
人
並
び
に
参
考
人
の
陳
述
（
陳
述
書
に
よ
る
も
の
を
含
む
。



一
二
頁

）
の
要
旨

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

意
見
の
聴
取
調
書
に
は
、
第
十
条
第
一
項
の
提
出
物
目
録
を
添
付
す
る
ほ
か
、
書
面
、
図
画
、
写
真
そ
の
他
主
宰
者
が
適

当
と
認
め
る
も
の
を
添
付
し
て
調
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
の
聴
取
報
告
書
）

第
十
七
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
報
告
書
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
意
見
の
聴
取
報
告
書
に
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
、
主
宰
者
が
こ
れ
に
記
名
押
印
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
見

二

仮
指
定
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
に
対
す
る
当
事
者
及
び
当
該
仮
指
定
に
よ
り
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
た
参
加
人
の
主
張

三

理
由

（
意
見
の
聴
取
調
書
等
の
閲
覧
）

第
十
八
条

準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
は
、
意
見
の
聴
取
の
件
名
及
び
閲
覧
を
し
よ

う
と
す
る
調
書
又
は
報
告
書
の
別
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
十
五
号
の
意
見
の
聴
取
調
書
等
閲
覧
請
求
書
を
、
意
見
の
聴
取



一
三
頁

の
終
結
前
に
あ
っ
て
は
主
宰
者
に
、
意
見
の
聴
取
の
終
結
後
に
あ
っ
て
は
国
家
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

２

主
宰
者
又
は
国
家
公
安
委
員
会
は
、
準
用
行
政
手
続
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
閲
覧
を
許
可
し
た
と
き
は
、
そ
の
場
で
閲

覧
さ
せ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
閲
覧
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
て
当
該
閲
覧
を
求
め
た
当
事
者
又
は
参
加
人
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
聴
聞
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

聴
聞
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
、
「
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
」
の
下
に
「
並
び
に
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第

千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二



一
四
頁

十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
」
を
加
え
る
。



別記様式第１号（第３条関係）

代 理 人 資 格 証 明 書

年 月 日

国家公安委員会 殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われる意見の聴取につい

ては、下記の者を代理人として選任し、私のために意見の聴取に関する一切の行為をする

ことを委任します。

記

意見の聴取の件名

住 所

氏 名

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第２号（第３条関係）

代 理 人 資 格 喪 失 届 出 書

年 月 日

国家公安委員会 殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われる意見の聴取について

は、下記の者が代理人の資格を失ったので届け出ます。

記

意見の聴取の件名

住 所

氏 名

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第３号（第４条関係）

参 加 人 許 可 申 請 書

年 月 日

殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われる意見の聴取に関する

手続に参加することを申請します。

記

意見の聴取の件名

意見の聴取に係る

仮指定につき利害

関係を有すること

の疎明

連 絡 先

電話（ ） － 番

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第４号（第５条関係）

補 佐 人 出 頭 許 可 申 請 書

年 月 日

殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われる意見の聴取について

は、下記の補佐人とともに出頭したいので申請します。

記

意見の聴取の件名

住 所

（ 歳）

氏 名

職 業

当事者又は参加人と

の関係

補 佐 す る 事 項

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第５号（第６条関係）

参 考 人 出 頭 申 出 書

年 月 日

殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われる意見の聴取について

は、下記の者を参考人として意見の聴取の期日に出頭させたいので申し出ます。

記

意見の聴取の件名

住 所

（ 歳）

氏 名

職 業

陳 述 の 要 旨

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第６号（第７条関係）
（表）

第 号
意 見 の 聴 取 通 知 書

年 月 日
殿

国家公安委員会 □印

あなたに対する下記の事実を原因とする仮指定に係る国際連合安全保障理事会決議第千
二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措
置法第８条第３項の規定による意見の聴取を下記のとおり行いますので通知します。

記

意見の聴取の件名

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
根拠となる法令の条 が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第
項

８条第１項

仮指定の原因と
なった事実

意見の聴取の期日
年 月 日

時 分 から

意見の聴取の場所

意見の聴取 名 称
に関する事
務を所掌す
る組織 所在地

注
１ あなたは意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以
下「証拠書類等」という。）を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳

意
述書及び証拠書類等を提出することができます。

事
２ あなたは意見の聴取が終結するまでの間、当該仮指定の原因となった事実を証す
る資料の閲覧を求めることができます。

項 ３ その他意見の聴取に際しての留意事項は裏面のとおりです。

記載要領
所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



（裏）

意 見 の 聴 取 に 際 し て の 留 意 事 項

１ あなたが意見の聴取に出頭しない場合には、あなたに代わって代理人を意見の聴取の
期日に出頭させ意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができますので、意見の聴
取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当該代理人に意見の聴取に関する一切の手続を
することを委任する旨を明示した代理人資格証明書を国家公安委員会に提出してくださ
い。

２ 意見の聴取の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合には、意見の聴取の
件名、補佐人の氏名、住所、あなたとの関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許
可申請書を意見の聴取の期日の前日までに主宰者に提出して許可を受けてください。

３ 参考人として意見の聴取の期日に出頭させたい者がある場合には、意見の聴取の件名、
その者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した参考人出頭申出書を、意見の聴取の期日
の前日までに主宰者に提出してください。

４ あなたが病気その他のやむを得ない理由がある場合には、国家公安委員会に対し、変
更申出書により、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができます。

５ あなた又はあなたの代理人が意見の聴取の期日に出頭する場合には、この通知書を持
参してください。

職 名

意見の聴取
の主宰者

氏 名

連絡先

意見の聴取
の公開の有
無



別記様式第７号（第８条関係）

期 日
意 見 の 聴 取

場 所
変 更 申 出 書

年 月 日

国家公安委員会 殿

住所

氏名 ○印

年 月 日に において行われる意見の聴取の

期 日

場 所
については、下記のとおりやむを得ない理由があるので変更を申し出ます。

記

意見の聴取の件名

理 由

記載要領

１ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第８号（第８条関係）

第 号

期 日
意 見 の 聴 取

場 所
変 更 通 知 書

年 月 日

殿

国家公安委員会 □印

年 月 日 において行うこととしていた

期 日
意見の聴取の

場 所
を下記のとおり変更したので通知します。

記

意見の聴取の件名

変 更 前 変 更 後

年 月 日 年 月 日

意見の聴取の期日

時 分 から 時 分 から

意見の聴取の場所

記載要領

不要の文字は、横線で消すこと。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第９号（第９条関係）

文 書 閲 覧 請 求 書

年 月 日

国家公安委員会 殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われる意見の聴取に関し、

下記の標目に係る資料の閲覧を求めます。

記

意見の聴取の件名

閲覧をしようとする

資料の標目

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第10号（第10条関係）

提 出 物 目 録

年 月 日

主宰者の職名及び氏名

○印

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロ

リストの財産の凍結等に関する特別措置法第８条第４項において準用する行政手続法

第20条第２項
の規定により提出者が提出した下記目録の証拠書類等を受領した。

第21条第１項

記

意見の聴取の件名

提 住 所

出

者 氏 名

提出を受けた年月日

目 録

番号 標 目 数 量 備 考

取扱者 職名 氏名 ○印

記載要領

不要の文字は、横線で消すこと。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第11号（第10条関係）

還 付 請 書

年 月 日

殿

住所

氏名 ○印

下記の目録の証拠書類等の還付を受け、領収しました。

記

目 録

番号 標 目 数 量 備 考

取扱者 職名 氏名 ○印

記載要領

「目録」欄の記載は、取扱者において行うこと。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第12号（第14条、第15条関係）

第 号

続 行
意 見 の 聴 取

再 開
通 知 書

年 月 日

殿

○印

年 月 日 において行った意見の聴取を下記

続 行
のとおり

再 開
するので通知します。

記

意見の聴取の件名

年 月 日

意見の聴取の期日

時 分 から

意見の聴取の場所

記載要領

不要の文字は、横線で消すこと。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第13号（第16条関係）
（表）

第 号

意 見 の 聴 取 調 書

年 月 日

主宰者の職名及び氏名

○印

意見の聴取の件名

意見の聴取の期日

意見の聴取の場所

当事者の住所及び

氏名

（代理人・補佐人の

住所及び氏名）

参加人の住所及び

氏名

（代理人・補佐人の

住所及び氏名）

参考人の住所及び

氏名

意見の聴取の期日に

出頭しなかった当事

者（代理人）の住所

及び氏名並びに出頭

しなかったことにつき

正当な理由があるか

どうかの旨

説明を行った警察庁

職員の職名及び氏名



（裏）

警察庁職員の説明

の要旨

当事者・参加人・代

理人・補佐人・参考

人の陳述の要旨

その他参考となる

べき事項

記載要領

１ 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。

２ 証拠書類等が提出されたときは、提出物目録を添付すること。

３ 不要の欄は、斜線を引くこと。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第14号（第17条関係）

第 号

意 見 の 聴 取 報 告 書

年 月 日

主宰者の職名及び氏名

○印

意見の聴取通知書（ 年 月 日付け第 号）に係る意見の

聴取を終結したので、その結果を報告します。

記

意見の聴取の件名

意 見

意見の聴取に係る

事案に対する当事者

及び参加人の主張

理 由

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第15号（第18条関係）

意 見 の 聴 取 調 書 等 閲 覧 請 求 書

年 月 日

殿

住所

氏名 ○印

年 月 日 において行われた意見の聴取に関し、

下記の標目に係る資料の閲覧を求めます。

記

意見の聴取の件名

閲覧をしようとする

調書又は報告書の別

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


